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宇部市ＳＤＧｓ未来共創企業登録制度 

令和６年度 実施要領 

 

［募集期間］： 令和６年４月１日（月） ～ 令和６年５月１５日（水） 

 

１ 制度の目的 

この制度は、宇部市ＳＤＧｓ未来都市計画に掲げた「2030 年にあるべき姿」を実現

するため、ＳＤＧｓに積極的に取り組む企業を「宇部市ＳＤＧｓ未来共創企業」として

登録することにより、多くの市内企業等がＳＤＧｓの視点を企業活動に積極的に取り入

れ、「持続可能なまちづくり」の推進を目指すものです。 

また、市が実施してきた「宇部ＳＤＧｓフレンズ」制度がＳＤＧｓに関心のある個人、

企業、団体が、相互交流や情報交換を通じて連携を図ることのできる交流の場の提供を

目指したものであるのに対し、本制度は市内企業のＳＤＧｓに関する意識啓発、ＳＤＧ

ｓ活動の活性化を目指す制度になります。 

 

２ 登録について 

(1) 登録対象者 

次の要件をすべて満たす団体とします。 

・宇部市内に事業所等を置く法人、その他団体（国及び地方公共団体を除く。）又は

個人事業主。 

・暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

・市税の滞納をしていないこと。 

・その他、公序良俗に反する行為及び法令違反がないこと。 

 

(2)  登録要件 

申請内容が以下のすべての要件を満たしているものを登録対象とします。 

・ＳＤＧｓ達成に向け、既に実施している又は申請後１年以内に実施する具体的な

取組を示していること。 

・宣言する取組が、地域の課題解決にどのように関係するか、どのように地域の課

題解決に資するか具体的に示していること。 

・ＳＤＧｓ達成に向けた取組方針及び重点的な取組を宣言していること。 

 

(3)  登録期間 

登録された日の属する年度から３年を登録期間とします。登録の起算日は登録日の

属する年度の初日から起算します。 

 



  

2 
 

   （例）令和６年６月１日に登録された場合→令和９年３月３１日までが登録期間 

なお、必要書類を提出することで更新は可能です。 

 

(4)  登録のメリット 

「宇部市ＳＤＧｓ未来共創企業」として登録されると、次のようなメリットがあり

ます。 

・「宇部市ＳＤＧｓ未来共創企業」登録証の取得 

  ・市ホームページ等でのＳＤＧｓの取組の紹介 

  ・市の策定する登録ロゴの使用  

  ・三井住友海上火災保険株式会社の企業向けサービスの利用 

   （組織内研修・ワークショップ等における講師の派遣、中小企業のマッチング制

度「ジェグテック」の登録支援等） 

 

３ 登録申請 

(1) 募集期間 

   令和６年４月１日（月） ～ 令和６年５月１５日（水） 

 

(2)  申請方法 

   申請にあたっては次の書類を作成し、担当部署まで電子メールで提出してください。 

   （提出書類） 

     ・宇部市ＳＤＧｓ未来共創企業登録申請書（様式第１号） 

     ・ＳＤＧｓ達成に向けた取組チェックシート（様式第 2 号） 

     ・ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書（様式第 3 号） 

     （担当部署） 

     宇部市総合政策部 連携共創推進課 

     アドレス： co-creation@city.ube.yamaguchi.jp     

※申請書類を提出後は、到着確認のため連携共創推進課（0836-34-8891）ま

で、電話連絡をお願いいたします。 

    

４ 制度説明会 

制度を幅広く周知するため、下記のとおり「宇部市ＳＤＧｓ未来共創企業登録制度」

の説明会を実施します。 

 

(1) 開催日 

     ・第 1 回 令和６年４月１７日（水） １４時００分～（90 分程度） 

    ・第 2 回 令和６年４月２４日（水） １４時００分～（90 分程度） 
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(2)  場所  

うべスタートアップ（宇部市中央町 3 丁目 10-12） 

   (3)  内容  

制度概要、申請書類の作成方法の説明および企業のＳＤＧｓ推進に関する講演 

(4)  申込方法 

   後日、市のホームページ等で案内させていただく予定です。 

 

５ スケジュール 

全体のスケジュールとしては以下のとおり予定しております。通年の募集ではないの

で、申請期間にご注意ください。 

 

 項 目 日程 

登録申請 期間 令和６年４月１日～令和６年５月１５日 

制度説明会 第 1 回：令和６年４月１７日 

第 2 回：令和６年４月２４日 

登録証の送付 令和 6 年６月中旬（予定） 

登録企業の公開 令和 6 年７月上旬（予定） 

 

６ 問い合わせ先 

 （制度全般・説明会に関すること） 

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号 

宇部市総合政策部 連携共創推進課       

電 話   0836-34-8891 

FAX   0836-22-6008 

E-mail  co-creation@city.ube.yamaguchi.jp 

 

 （提出書類の記載に関すること） 

  〒754-0014 山口市小郡高砂町２－８  ＡＺＵＲＥ新山口 4 階 

三井住友海上火災保険株式会社 山口支店 山口支社     

電 話   083-974-3172  

FAX   083-972-2867 

E-mail  n-kurataki@ms-ins.com、koki-kubota@ms-ins.com 


